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連合会

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国保会計国保会計国保会計みんなでささえる

■ みんなで助け合う地域医療制度が国保です
　わが国では、大切な健康と暮らしを守るために、すべての人々が何らかの医療
保険に加入することとなっています。職場の健康保険や共済組合などに加入して
いる方、後期高齢者医療の対象の方、生活保護を受けている世帯の方以外は必ず
国保に加入することになっており、市町村単位で国保税（料）や国からの補助金な
どで運営しています。

■ ひとりひとりの安心のために
　国保は、突然の病気やけがをした時の不意な出費に備えて、被保険者の方々の
収入に応じたお金を出し合って医療費の負担を軽くし、安心して医療を受けられ
るようにみんなで支え合う相互扶助の制度です。この支えとなっている国保税（料）
を納めない方がいると、保険の仕組みそのものが成り立たなくなってしまいます。
国保税は自分のため皆さんのため必ず納めましょう。

～国保を考える～

○お問い合わせ　本庁　健康福祉課　国保係　蕁43－2116（直通）
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